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任期付職員（特殊関税等調査室）の募集について 

 

令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ５ 日 

貿易経済安全保障局 

特殊関税等調査室 

 

経済産業省 貿易経済安全保障局 特殊関税等調査室では、不公正な貿易取

引を是正し、国内企業が公正な競争を行うことができる市場環境を整えるため、

WTO 協定及び関税定率法等の国内法令に基づき、アンチダンピング措置をはじ

めとする貿易救済措置に関する調査等を行っています。 

当室では、当該調査業務を担当する職員を募集しております。下記の要領に

よりご応募ください。 

 

記 

 

１．応募資格 

公認会計士の資格又は法曹資格を有する者で、通商法実務に関する専門知

識・経験を有し、特殊関税等調査室の業務に関心を有する者。 

 

 ※次のいずれかに該当する者は応募できません。 

（１）日本国籍を有しない者 

（２）国家公務員法第 38条の規定により国家公務員となることができない者 

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行

猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

②一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２

年を経過しない者 

③日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 （３）平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

 

２．募集人数   

１名 

 

３．採用期間 

令和７年９月から２年間を予定。本人の希望を考慮して調整します。 
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４．待遇 

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律により、任期付の国

家公務員として採用します。給与は、実績等を考慮の上、決定します。勤務地

は経済産業省本省（東京都千代田区霞が関）です。通常の勤務時間は９：３０

～１８：１５（週５日、土日祝日を除く）となりますが、本人の希望に応じて、

その他の勤務時間区分も選択可能です。 

 

５．業務内容 

以下の（１）～（３）の業務範囲を想定していますが、全体の業務の状況、

本人の希望等を踏まえて決定します。 

 

（１）貿易救済措置に係る調査業務のうち、調査における論点に関するＷＴＯ

協定・国内関係法令との整合性の検討、利害関係者等に対する質問状の作

成、企業の財務データの財務会計分析、企業の商品販売データ・販売関係

書類等の検証及び分析（海外輸出企業等に対する現地調査を含む。）、分

析結果に基づく調査報告書の作成、関係者との調整等を行う。必要に応じ

て、外部の通商関係弁護士、公認会計士、海外の調査当局等との調整等を

行う。 

 

（２）貿易救済措置の申請を検討している企業等に対し、申請に当たって必要

となる情報に関して会計・経理・財務的見地又は法的見地からの助言等を

行う。 

 

（３）企業の人権デュー・ディリジェンスの取組を促進するための施策の検

討・実施、関連する海外の動向調査、各国措置（デュー･ディリジェンス

法制、輸出入規制等）の法的分析･比較検証等を行う。 

 

６．応募方法 

履歴書（写真貼付）及びＡ４用紙１～２枚程度に職務経歴及び応募理由をま

とめたもの（様式自由）を、電子メールまたは郵送にて下記まで提出してくだ

さい。 

 

７．応募締切 

令和７年７月１８日（金）（郵送の場合は当日消印有効） 
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８．選考方式 

書類選考の後、若干名に対し面接を行います。書類選考には１～２週間程度

かかります。なお、応募があったものから書類選考を行うため、応募締切以前

であっても面接の連絡をすることがあります。 

 

９．その他 

応募者の秘密は厳守します。応募書類に記載されている個人情報は、この採

用選考のために使用するものであり、他の目的に使用することはありません。

また、応募書類は返却いたしませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

１０．応募書類の提出先及びお問い合わせ先 

経済産業省 貿易経済安全保障局 特殊関税等調査室 担当：永井 

〒１００－８９０１  東京都千代田区霞が関１－３－１ 

電話     ０３－３５０１－３４６２ 

電子メール bzl-meti_tokkan_saiyou@meti.go.jp 


